
報告 (1)′ 郷土館のな題について

○酒造業飯田重蔵氏の離れ座敷として建設  (1868)

○明治天皇御巡幸の際の休憩所として使用  (1880)
‐      _5

0農産銀行の営業所として使用  (1917～ 1923)

○大垣共立銀行大曽根支店所属 口鳥居松派出所として使用 (1924～ 1944)   .

国史跡指定  (1938)

○大垣共立銀行が市に寄付  (1944)

国史跡指定解除  (1948)

○市の社会館として使用  (1950)

市史跡指定  (1958)※ 明治天皇下原新田御小休所旧跡として史跡指定

○春日井商工会議所として使用  (1967～ 1971)

○春日井市立郷土館として開館  (1973)



1919年 (愛知県聖蹟誌 ) 1973年 (春 日井市史「地区誌編 2」 )
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10畳間の隣に6畳間があり、

縁側狭く、玄関横に4・ 5畳の茶室がない。

現郷土館前空き地部分に増築されている。

(銀行営業所と記述あり)
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(愛知県史跡名勝天然記念物
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増築部分が撤去されている。
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1919年 (愛知県聖蹟誌 )
938年
(愛知県史跡名勝天然記念物

1967年 (商工会議所開館 ) 1973年 (郷上館開館)

(修繕ェ事後 )

(修繕工事前 )


